
■まちづくり懇談会顛末報告　（2016.8.23花巻市法人立保育所協議会） ※これは懇談会当日の発言内容です。状況が変わっている場合がありますので、詳細は担当課へお問い合わせください。　　　

市のコメント 担当課

1 企業への子育て協力の
働きかけについて

未満児を多く預かっているが、急に38度以上の発熱があったり体調を崩した際に、勤務先
によっては、仕事中は、携帯電話はロッカーに置くなどしているケースもあるため、勤務先
に直接連絡しても、企業によっては、保護者への取り次ぎがスムーズにいかず迎えが遅
れるなど問題が生じている。このことからも、市から企業に対して、理解を促すための啓
発に取り組んでいただくようお願いしたい。

市内には、数千の事業所があることから、個別に市の職員が訪問することは難しいと思う。
商工労政課を通じて、企業に対して啓発していくことを検討したい。(市長)
→市長より指示。こども課で対応を検討し、商工労政課を通じて企業にお願いすること。
→9/7現在、県内のイクボス宣言の例などを取り込んだ情報紙を作成し、商工労政課を通じ
市内企業に配布することで、こども課において作業を進めている段階

商工労政課
こども課

2 待機児童の解消のため
の取り組みについて

花巻市で平成27年3月に策定した計画の中で、花巻市内の待機児童を解消するとされて
いるが、具体的な取り組みについてお伺いしたい。

市立保育園については、定員以上の受け入れを行っている。市内の待機児童数は、今年
度の4月以降は、20数名で推移しており、特に旧花巻地域が多く、その中でも特定の地域に
偏っている状況も見受けられる。今後は、小規模保育事業所の設置や認定こども園に移行
する予定の法人があり、これにより定員増加が見込まれ、計算上は待機児童は発生しない
と考えている。今後は、子供の数は減っていく見込みでもあり、状況を見極めながら待機児
童を解消するための施策を検討していく必要があると考えている。(市長)

こども課

3 保育運営委託費の増額
について

保育運営委託費がＨ27年度決算額で約18億円で、Ｈ28年度当初予算もあまり増えておら
ず、ほぼ同じ予算額となっているが、今後、2億円程度補正予算で増額していただけれ
ば、待機児童は解消されると思う。

補正予算をすることで、待機児童が解消されるのであればいいと思うが、保育士の数が限
られており、既に定員以上に受け入れていただいている状況である。保育士のさらなる確保
は難しいと認識していたが、法人で保育士を確実に増員できるというのであれば、補正予算
で必要な委託費を増額することは可能である。(市長)

こども課

4 保育士給与の処遇改善
について

昨年度、市では任期付の正職員を多く採用することで処遇改善を図ったようだが、私立の
法人保育園に勤務する保育士給与の処遇改善も考えていただきたい。

保育士の給与は首都圏の水準と比較した場合には、他の業種に比べて低いと思うが、地
方の給与水準と比較した場合では、必ずしも一概には言えない。だが、業務量や職責に応
じた適正な給与水準は確保していく必要はあると認識している。このことからも、市では、昨
年度、任期付の正職員を採用し、担任を受け持つ正職員の割合の改善を図ったところであ
る。(市長)

国が人口減少対策として本気で捉えてもらい予算を組んでいただいた上で、これに対して
市の限られた財源の中からいくら単独予算を投入できるのかということ。市の単独財源のみ
で行うことは現実的には難しい。(教育部長)

こども課

5 保育児の定員について 現在、定員を超えて受け入れをしている状況だが、いつまで続く見込みなのか。 定員を超えている状況は、保育環境にも良くないことは認識しており、来年度に向けては、
保育需要の推計も見極めながら施設の整備計画等について検討していきたい。(こども課
長)

こども課

6 待機児童について 保育園については、就学前教育として親の権利として認め、これに対して市町村が責任
をもって対応をするという考えかたに変えていけば待機児童という問題は解消するのでは
ないか。

具体的に、何をすればよいかということ。今後の少子化のことを考えれば公立保育園の新
築や増築は考えられない。その中で、もし法人立保育園でやっていただける法人があるの
であればありがたいことである。法人立保育園の保育士給与を一律に改善することは難し
いが、現実的な方法で打つ手があれば、相談いただければ補正予算にて対応することも可
能である。(市長)

こども課

7 保育需要への対応につ
いて

北上市では、小規模保育を運営する企業が増えてきている。花巻市でも小規模保育を始
めたところもあるが、それでもまだ保育需要に対して充足できていない状況だと思う。この
ことが原因で近隣の自治体に人口が流出するのではないかと危惧している。

花巻市と北上市では、企業の力が違うため一概には言えないが、市が働きかけても花巻市
内で新たに小規模保育事業を始められるほど余裕のある企業があるのかということ。花巻
市内でも新たに保育事業を始めようとしている企業から話もきているようだが、具体的には
これからのようである。また、この場合には国からは補助金もあるが、知らない企業も多いと
思うので周知していきたい。(市長)

こども課

8 保育士の人材流出対策
について

先日、盛岡短期大学に伺った際に聞いた話だが、奨学金の給付を受けている生徒もいる
ようだが、返済も考えると給与水準の高い首都圏就職することを考える生徒もいるよう
で、人材の流出を懸念している。

市では、今年度から、花巻市の法人立保育園に就職した場合には、市奨学金の返済を半
分補助している。また、来年度からは、花巻市内認定こども園や小規模保育事業所など公
立保育園以外の事業所にも拡大することを検討している。併せて日本学生支援機構からの
奨学金についても半分補助することも検討している。これにより保育士を目指している人材
の負担軽減を図ることで、花巻市内の保育事業所に就職を希望する人材が増えることを期
待している。(市長)

小中学校課

発言要旨
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市のコメント 担当課発言要旨

9 ふるさと保育士確保事
業補助金の周知につい
て

市では、今年度から、奨学金を半分補助する制度ができたということでとても良いことだと
思う。もっと周知をお願いしたい。

現在は、平成31年度までの予定であったが、恒久的な制度に変更する見直しを行っている
ところであり、10月の広報で周知する予定としている。(教育部長)

小中学校課

10 保育士の配置基準の見
直しについて

保育士配置基準の緩和について、現行の保育士１人当たりが受け持てる数とされる乳幼
児の場合３人、１・２歳児の場合６人、３歳児の場合20人、４歳児以上の場合30人の基準
は、現実には過重な負担となっており基準を緩和することはできないか。(意見のみ)

国が示す児童福祉施設最低基準によるもので、今のところ見直すような情報はない。
基準を緩和した場合、緩和分の保育士が必要となるが、今でも確保が厳しい状況にさらに
影響を与えることが予想される。

こども課

11 支援センター事業につ
いて

子育て支援センターにおける事業実施の公共施設の利用料について、市から受託してい
る子育て支援センターにおいて、子育て支援サークルと共同で親子運動会を開催してい
るが会場として使用している公共施設（総合体育館）の利用料が発生しており負担軽減を
望む。(意見のみ)

平成27年度以前から同事業に対し、市として後援してきた経緯があり施設の減免規定によ
り使用料は減額されている。（使用料４千円の1/2を減額）
また、子育て支援センター運営費として年間7,948千円の委託料を支払っており、事業費に
ついても算入している。

こども課

12 施設型給付費等に係る
加算要件の緩和につい
て

施設型給付費等にかかる加算要件の緩和について、本年度から追加されたチーム保育
推進加算について、加配分を対象とした加算であるが年度当初で加配していても、中途
で受入人数を増やしたりして担当を置くと加配が無くなり加算の対象とならなくなる。
同様に主任保育士専任加算についても代替保育士を配置することが条件とされている
が、チーム保育推進加算に計上するために加配配置の対象とすると加算の対象とならな
くなる。
実態に即した加算要件の緩和はできないか。(意見のみ)

チーム保育推進加算については、年度途中に国から示されたものであり対応できない面も
あると思われるが、不具合があるのであれば改善を申し入れることも必要と考える。

こども課
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